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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鉄筋コンクリート製の耐力壁、床スラブおよび屋根スラブによって躯体の基本部分を構
成してなる壁式構造の鉄筋コンクリート構造物において、躯体を構成する複数の躯体構成
部の端部が相互に交差する交差部を、複数の平面部を有する交差部構成部材によって構築
し、この交差部構成部材の平面部に連続して該平面部とともに躯体構成部を形成する連続
部構成部材を構築してなり、上記連続部構成部材は、定着板を先端に備えた定着鉄筋が配
筋されるとともに、この定着鉄筋のうち、定着力が得られる定着長を含む先端部分が上記
交差部構成部材を構成する平面部の内部に配筋されてなることを特徴とする鉄筋コンクリ
ート構造物の壁式構造。
【請求項２】
　前記交差部は、耐力壁と耐力壁とがＬ字状、Ｔ字状または十字状に交差するものであっ
て、前記交差部構成部材の中央によって躯体構成部の境界部が形成されるとともに、該境
界部を境に桁行方向および梁行方向に向かう短尺な複数の平面部が設けられている請求項
１に記載の鉄筋コンクリート構造物の壁式構造。
【請求項３】
　前記交差部は、耐力壁と壁梁とが交差するものであって、前記交差部構成部材の中央に
よって躯体構成部の境界部が形成されるとともに、該境界部を境に桁行方向および梁行方
向に向かう短尺な複数の平面部が設けられている請求項１に記載の鉄筋コンクリート構造
物の壁式構造。



(2) JP 5869802 B2 2016.2.24

10

20

30

40

50

【請求項４】
　壁式構造の鉄筋コンクリート構造物を構築するための方法であって、躯体の一部を構成
する複数の躯体構成部の端部が相互に交差する交差部を構成する交差部構成部材と、この
交差部構成部材に連続する連続部構成部材とに区分し、上記交差部構成部材を構成すべき
範囲には、上記交差部の交差角度に応じて折曲され、該交差部およびその両側の複数の平
面部のための鉄筋と、この鉄筋に直交する交差部補強筋とを含む鉄筋群が配筋され、上記
連続部構成部材を構成すべき範囲には、該連続部構成部材のための所定の鉄筋が配筋され
るとともに、先端に定着板を備えた定着鉄筋が、上記交差部構成部材の平面部が構成され
る範囲内に該定着板および所定の定着長を含む部分を侵入させつつ配筋され、上記両範囲
にコンクリートを打設して躯体構成部を形成してなることを特徴とする壁式構造の鉄筋コ
ンクリート構造物の構築方法。
【請求項５】
　壁式構造の鉄筋コンクリート構造物を構築するための方法であって、複数の耐力壁また
は壁梁の端部が交差する交差部を構成する交差部構成部材と、この交差部構成部材に連続
する連続部構成部材とに区分し、上記交差部構成部材を構成すべき範囲には、躯体の桁行
方向に構成される平面部のための該桁行方向に長尺な複数の帯筋と、躯体の梁行方向に構
成される平面部のための該梁行方向に長尺な複数の帯筋とが、交差位置で矩形を形成する
ように重複して配筋されるとともに、鉛直方向に長尺な直線状の縦筋が上記両帯筋の内側
に適宜間隔で配設され、上記連続部構成部材を構成すべき範囲には、該連続部構成部材の
ための所定の鉄筋が配筋されるとともに、先端に定着板を備えた定着鉄筋が、上記交差部
構成部材の平面部が構成される範囲内に該定着板および所定の定着長を含む部分を侵入さ
せつつ配筋され、上記両範囲にコンクリートを打設して躯体構成部を形成してなることを
特徴とする壁式構造の鉄筋コンクリート構造物の構築方法。
【請求項６】
　前記交差部構成部材の平面部は、前記定着鉄筋による前記定着長を確保できる桁行方向
および梁行方向の長さを有する平面部である請求項４または５に記載の壁式構造の鉄筋コ
ンクリート構造物の構築方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鉄筋コンクリート構造物における壁式構造と、その壁式構造で構築される鉄
筋コンクリート構造物の構築方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　鉄筋コンクリート構造物（ＲＣ造の構造物）における壁式構造は、周知のとおり、ラー
メン構造のように柱と梁を基本構造とするものとは異なり、耐力壁およびスラブ（床スラ
ブまたは屋根スラブなど）を基礎的な構成部材として構築されるものであって、耐力壁や
壁梁等が交差する交差部は、内部の鉄筋をＬ字状に折曲して配筋し、さらに補強筋を配筋
したうえでコンクリートを打設することにより、平面視Ｌ字形またはＴ字形の鉄筋コンク
リートを構築するものである。また、耐力壁等の垂直面部を構成する部材の内部には、軸
線を水平方向とする主筋が配設されるものであるが、この主筋は定着のために折曲され、
折曲部よりも先端部分が定着部として交差部内に納められるものであった。従って、交差
部に鉄筋が集中することとなり、打設コンクリートの充填状態が場合によっては不十分と
なり得るものであった。
【０００３】
　なお、コンクリート製の壁床式構造（壁版と床版で躯体にかかる力を支える構造）にお
いては、交差部を強化するための構成が提案されているが（特許文献１参照）、これは、
鉄筋周辺におけるコンクリートの付着破壊による滑りを防止するための技術であった。そ
して、その内容は、壁版と床版との交差部に拘束筋を挿入するものであって、交差部その
ものの構造上の強化を図るものではなかった。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－７７５９号公報
【特許文献２】特開平１１－２００５５８号公報
【特許文献３】特開２００１－１５９２１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記のように、周知の壁式構造を構築する場合において、折曲された鉄筋を使用して交
差部を構築するためには、当該交差部に使用する鉄筋を建築現場で折曲するか、または工
場出荷時に予め折曲してなる鉄筋を搬入することが必要であった。これは、耐力壁等に使
用される主筋を折曲して定着部を構成する場合も同様であった。そのため、大径の鉄筋を
建築現場で折曲することは容易でなく、また、予め折曲した鉄筋を搬入するとしても、折
曲する角度や折曲両側の長さによっては、運搬そのものが容易ではなかった。
【０００６】
　また、主筋を折曲せずに定着させる場合には、通常の定着長は、定着鉄筋の径寸法の４
０倍（これを４０ｄと表示する）以上でなければ、定着強度が維持されないとされていた
ことから、１２ｍｍの外径で形成される鉄筋を使用する場合には４８０ｍｍ以上の定着長
が必要となり、さらに２０ｍｍの外径の鉄筋を使用するためには、８００ｍｍの定着長が
必要とされることとなっていた。従って、壁式構造においては、耐力壁等の躯体構成部を
交差部で定着させることが事実上困難なものとされていた。
【０００７】
　ところで、鉄筋コンクリートの壁式構造における交差部の強度計算（構造計算）は非常
に難しく、また、主筋の一部を定着部として利用する場合には、計算上の強度と現実の構
築物の強度が一致しているかどうかを検証することも容易ではなかった。その結果、法定
の建築基準やその他の指針においても、従来は、十分な定着長によって定着強度を確保す
ることとされていたが、最近では、強度実験等によって実際の強度が所定強度を満たすこ
とが明確になれば、強度計算（構造計算）を省略できるところとなりつつある。つまり、
強度実験等において交差部の強度が確保されれば、また、交差部における定着鉄筋の定着
強度が十分であれば、任意の構造により、任意の定着位置または定着方法により躯体を構
築することが許容されるのである。
【０００８】
　また、最近では新しい定着鉄筋が開発され、定着用鉄筋の先端に定着板を備えた構成が
建築現場で使用されるようになっている（特許文献２，３参照）。このような定着鉄筋を
使用することによって、定着長を短くしつつ所定の定着強度を得ることができるものであ
る。
【０００９】
　本発明は、上記諸点にかんがみてなされたものであって、その目的とするところは、十
分な強度を維持しつつ交差部の配筋を簡略化し得る鉄筋コンクリート構造物の壁式構造、
および、壁式構造の鉄筋コンクリート構造物の構築方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　そこで、鉄筋コンクリート構造物の壁式構造にかかる本発明は、鉄筋コンクリート製の
耐力壁、床スラブおよび屋根スラブによって躯体の基本部分を構成してなる壁式構造の鉄
筋コンクリート構造物において、躯体の構成する複数の躯体構成部の端部が相互に交差す
る交差部を、交差部構成部材によって構築するとともに、この交差部構成部材に連続して
該交差部構成部材の一部とともに躯体構成部を形成する連続部構成部材を構築してなり、
上記連続部構成部材は、定着板を先端に備えた定着鉄筋が配筋されるとともに、この定着
鉄筋の先端が上記交差部構成部材の内部に配筋されてなることを特徴とするものである。
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【００１１】
　上記構成によれば、交差部構成部材と連続部構成部材とが、定着板を有する定着鉄筋に
よって十分な定着強度を備えつつ連続して構築されることとなり、上記両構成部材により
、交差部を含む躯体構成部を構成させることができる。
【００１２】
　上記発明において、前記交差部は、耐力壁と耐力壁とがＬ字状、Ｔ字状または十字状に
交差する交差部の場合がある。この場合、壁式構造における耐力壁がＬ字に交差する部分
、Ｔ字に交差する部分、または十字に交差する部分を、交差部構成部材によって構成する
ことができ、耐力壁は、交差部構成部材の一部と、連続部構成部材とによって構成するこ
とができる。
【００１３】
　また、上記発明において、前記交差部は、耐力壁と壁梁とが交差する交差部の場合があ
る。この場合、交差部構成部材によって、耐力壁と壁梁とを連続させる構造を構築するこ
とができ、また、交差部構成部材の一部は、耐力壁の一部を構成させることができ、この
耐力壁の一部を構成する部分に壁梁を連続させることも可能となる。
【００１４】
　壁式構造の鉄筋コンクリート構造物の構築方法にかかる本発明は、躯体の一部を構成す
る複数の躯体構成部の端部が相互に交差する交差部を構成する交差部構成部材と、この交
差部構成部材に連続する連続部構成部材とに区分し、上記交差部構成部材を構成すべき範
囲には、上記交差部の交差角度に応じて折曲した鉄筋と、この鉄筋に直交する交差部補強
筋とを含む鉄筋群が配筋され、上記連続部構成部材を構成すべき範囲には、該連続部構成
部材のための所定の鉄筋が配筋されるとともに、先端に定着板を備えた定着鉄筋が、上記
交差部構成部材を構成すべき範囲内に該定着板を侵入させつつ配筋され、上記両範囲にコ
ンクリートを打設して躯体構成部を形成してなることを特徴とするものである。
【００１５】
　上記構成によれば、交差部構成部材は、交差部を構成するために必要な鉄筋のみを配筋
し、連続部構成部材は、交差部に連続する部分を構成するために必要な鉄筋のみを配筋す
ることにより、それぞれの構成部材を構築することができるとともに、両者を定着鉄筋に
より定着させることによって一体的な構成部材を構築することが可能となる。特に、定着
鉄筋には定着板を有するものを使用することにより、交差部構成部材における定着に必要
な範囲を小さく構成することができる。
【００１６】
　また、壁式構造の鉄筋コンクリート構造物の構築方法にかかる本発明は、複数の耐力壁
または壁梁の端部が交差する交差部を構成する交差部構成部材と、この交差部構成部材に
連続する連続部構成部材とに区分し、上記交差部構成部材を構成すべき範囲には、躯体の
桁行方向に長尺な複数の帯筋と、躯体の梁間方向に長尺な複数の帯筋とが交差位置で矩形
を形成するように重複して配筋されるとともに、鉛直方向に長尺な直線状の縦筋が上記両
帯筋の内側に適宜間隔で配設され、上記連続部構成部材を構成すべき範囲には、該連続部
構成部材のための所定の鉄筋が配筋されるとともに、先端に定着板を備えた定着鉄筋が、
上記交差部構成部材を構成すべき範囲内に該定着板を侵入させつつ配筋され、上記両範囲
にコンクリートを打設して躯体構成部を形成してなることを特徴とするものである。
【００１７】
　上記構成によれば、交差部構成部材を構築するための鉄筋が、当該交差部構成部材の内
部に集中することを回避できる。すなわち、Ｌ字状に折曲した鉄筋を配設することがなく
、また、壁主筋や梁主筋の定着部が交差部に納められることがないことから、当該交差部
に、交差部以外のための鉄筋が集中することを回避できるのである。
【００１８】
　上記発明においては、前記交差部構成部材を、前記定着鉄筋による定着長を確保できる
桁行方向および梁行方向の長さを有する構成とすることができる。上記構成の場合には、
桁行方向または梁行方向に耐力壁または壁梁を連続して構築する場合に、その耐力壁また
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は壁梁に使用される定着鉄筋によって、異なる種類の部材が定着されることとなる。
【発明の効果】
【００１９】
　鉄筋コンクリート構造物の壁式構造にかかる本発明によれば、躯体構成部が交差する交
差部は、交差部構成部材によって構築されることとなるが、この交差部構成部材には連続
部構成部材が連続することによって躯体構成部が形成されることから、交差部構成部材と
連続部構成部材の両者が相俟って交差部に十分な強度を維持させることができる。さらに
、交差部構成部材と連続部構成部材は、連続部構成部材に配筋された定着鉄筋によって定
着されるものであり、当該定着鉄筋には定着板を備えたものが使用されることから、その
定着長は鉄筋径の１２倍（１２ｄ）～１６倍（１６ｄ）によっても十分な定着力を発揮さ
せることができる。その結果、非常に短い定着長により定着させることが可能となる。
【００２０】
　壁式構造の鉄筋コンクリート構造物の構築方法にかかる本発明によれば、躯体を構成す
る躯体構成部の構築において、交差部構成部材と連続部構成部材とが個別に構築されるも
のではなく、コンクリートの打設前の配筋作業時に交差部構成部材のための配筋と、連続
部構成部材のための配筋とを行ったうえで、定着鉄筋を配設することにより、躯体構成部
は一体的に構築することができる。しかも、上記によって構築された躯体構成部（特に、
交差部）は、十分な強度を備える構成とすることができるのである。
【００２１】
　上記のように交差部の強度が十分に確保されることから、躯体の強度実験を行うことに
より、法定の建築基準を超える強度を得ることによって、構造計算を容易にすることがで
きる。なお、法定の建築基準を超える強度を得るためには、躯体の強度実験結果に基づき
、配筋密度や定着部の構成など最適化を図ればよく、強度実験の結果が良好であれば、同
様の構成によって、各階の交差部を構築させることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】壁式構造の鉄筋コンクリート構造物の概略を示す説明図である。
【図２】鉄筋コンクリート構造物の壁式構造にかかる実施形態を示す説明図である。
【図３】交差部周辺の配筋状態を示す説明図である。
【図４】壁式構造の鉄筋コンクリート構造物の構築方法にかかる実施形態を示す説明図で
ある。
【図５】交差部構成部材のための鉄筋群の変形例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。図１は、壁式構造の鉄筋コンク
リート構造物の概略を示す図である。この図に示すように、壁式構造の構築物は、垂直な
面部を構成する耐力壁１や壁梁２と、水平な面部を構成するスラブ３とを、基本的な構成
部（躯体構成部）とするものである。ここで、本発明は、これら躯体構成部が集中し、Ｌ
字状、Ｔ字状または十字状に交差する部分（これを交差部という）４について、十分な強
度を維持しつつ構築を容易にするためのものである。以下、交差部４の代表的な形態とし
て二つの耐力壁が平面視でＬ字状に交差する場合を例示して説明する。
【００２４】
　図２は、鉄筋コンクリート構造物の壁式構造にかかる本発明の実施形態を示す図である
。この図に示すように、本実施形態は、上記交差部４を一体的に構成してなる交差部構成
部材５と、これに連続する連続部構成部材６，７とで構成されるものである。交差部構成
部材５は、躯体構成部がＬ字状に交差する場合を例示すれば、その交差の状態と同様に、
平面視においてＬ字形に形成されるものである。すなわち、この交差部構成部材５は、二
つの平面部５２，５３によってＬ字状を形成するように構成されており、この片方の平面
部５２の端部（片側端部）に第１の連続部構成部材６が連続されることにより、当該片方
の平面部５２とともに第１の躯体構成部（耐力壁１ａ）が構成され、また、他方の平面部
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５３の端部（他方端部）に第２の連続部構成部材７が連続されることにより、当該他方の
平面部５３とともに第２の躯体構成部（耐力壁１ｂ）が構成されるものである。
【００２５】
　このように、交差部構成部材５は、平面視においてＬ字形に形成されることから、その
中央が所定の角度（Ｌ字形の場合は垂直）で交差してなる構成としているのである。つま
り、この交差部構成部材５の中央によって、両躯体構成部の境界部５１が形成されるよう
になっており、この境界部５１を境に桁行方向Ｘと梁行方向Ｙに向かって、それぞれ短尺
の平面部５２，５３が設けられているのである。
【００２６】
　なお、交差部構成部材５と、連続部構成部材６，７とは、全く個別の独立した部材とし
て構築される場合に限定されず、コンクリートが同時に打設されることによって一体的に
構築され得るものである。交差部構成部材５と連続部構成部材６，７とを区別しているの
は、これらを構築するための鉄筋が一体として配筋されるのではなく、交差部構成部材５
を構築するための鉄筋群Ａと、連続部構成部材６，７を構築するための鉄筋群Ｂ，Ｃとが
、それぞれ異なる構成により設けられるからである。
【００２７】
　そこで、交差部構成部材５のための鉄筋群Ａは、桁行方向Ｘに長尺な複数の帯筋５４と
、梁行方向Ｙに長尺な複数の帯筋５５と、この帯筋５４，５５の内側に立設される縦筋５
６，５７とで構成されている。桁行方向Ｘに長尺な帯筋５４と、梁行方向Ｙに長尺な帯筋
５５は、躯体の境界部５１の内部において重複するように配設され、この重複部分が平面
視において正方形を形成するように配置されている。その正方形の最も外向きに突出する
頂点の内側には、曲げ補強筋５８が立設され、境界部５１（または交差部４の全体）に作
用する曲げ応力に対抗できるように補強されている。
【００２８】
　他方、連続部構成部材６，７のための鉄筋群Ｂ，Ｃは、桁行方向Ｘまたは梁行方向Ｙに
沿って延出する複数の横筋６１，７１と、その横筋６１，７１を包囲するように設けられ
るスターラップ６２，７２とが配設されている。また、この鉄筋群Ｂ，Ｃには、適宜位置
に定着鉄筋６３，７３が配設されている。この定着鉄筋６３，７３は、上記横筋６１，７
１と同様に軸線を水平にしつつ、先端が交差部構成部材５のための鉄筋群Ａの内部に挿入
されている。さらに、この定着鉄筋６３，７３の先端には定着板６４，７４が備えられて
おり、その定着板６４，７４が交差部構成部材５のための鉄筋群Ａの内部に位置するよう
に配置されているのである。
【００２９】
　上記のように、交差部構成部材５のための鉄筋群Ａと、連続部構成部材６，７のための
鉄筋群Ｂ，Ｃとは、個別に形成されるものであることから、連続部構成部材６，７を交差
部構成部材５に定着させるために、上記定着鉄筋６３，７３が配筋されるのである。とこ
ろで、先端に定着板６４，７４を備える構成の定着鉄筋６３，７３を使用する場合には、
短い定着長によって十分な定着力を発揮させることができるのである。例えば、定着板６
４，７４の外径が鉄筋径の２．５倍程度である場合には、そのときの定着長が、定着鉄筋
６３，７４の径寸法の１２倍（これを１２ｄと表記する）～１６倍（これを１６ｄと表記
する）により、十分な定着力を得ることができ得るものである。なお、上記定着長は１２
ｄ～１６ｄとしたが、この定着長は、交差部以外の構成や強度によって長短変化すること
があり得る。つまり、交差部の構成は、躯体全体または交差部の強度実験を行うことによ
って所定強度を備えていることが重要であるから、実験結果により、鉄筋の定着力不足に
よって強度が不足する場合は、定着板６４，７４の径を大きくするか、または定着長を長
くすることにより調整でき、他方、鉄筋の定着力が過度に強力である場合には、さらに定
着長を短くすることによって調整することも可能である。これらの寸法等は強度実験等の
結果に応じて適宜調整することとなる。なお、定着鉄筋６３，７３による定着長とは、交
差部構成部材５のための鉄筋群Ａの桁行方向Ｘまたは梁行方向Ｙの先端位置から定着板６
４，７４までの長さを示すものである。
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【００３０】
　本実施形態の壁式構造は、上記のような構成であるから、交差部には耐力壁等の主筋が
挿入されることがなく、かつ、主筋を折曲した定着部も存在しない構成となる。従って、
交差部の両側に形成される躯体構成部の各主筋およびその定着部が挿入されないことによ
り、交差部周辺における鉄筋の集中を回避できるのである。この鉄筋の集中を回避するこ
とによって、各構成部材を構築するために配設される鉄筋の間隔を十分に設けることがで
き、打設コンクリートを鉄筋周辺に十分充填させることができる。このように、鉄筋周辺
に十分にコンクリートが充填されることによって、強度を有する鉄筋コンクリートによる
構成部材が構築されることとなる。
【００３１】
　また、上記のように交差部を含む躯体の一部を交差部構成部材５によって構成すること
により、交差部の強度は、交差部構成部材５の強度に左右されることとなる。そこで、当
該交差部構成部材５に十分な強度を与えられれば、同様の構造物に対し、交差部構成部材
５をそのまま適用することも可能となる。また、交差部構成部材５と連続部構成部材６，
７との定着強度についても、十分な強度を有するものであれば、同様の定着構造を同様の
構造物に適用することが可能となる。従って、少なくとも、同一構造により複数階の構築
物を構築する場合には、各階の交差部を同一の構成とすることができる。その結果、建物
全体の強度設計（構造計算）の際には、所定の強度を備える交差部の構造を採用すること
で詳細な構造計算を不要にすることができる。さらに、異なる鉄筋径および各種寸法を異
ならせた数種類の交差部構成部材について、予め強度実験を行い、それぞれの最大強度を
計測することにより、構造物に要求される強度を発揮する構成の交差部構成部材を選択し
て設計することも可能となる。
【００３２】
　次に、壁式構造の鉄筋コンクリート構造物の構築方法にかかる本発明の実施形態につい
て説明する。本実施形態の構築方法は、通常の鉄筋コンクリート造（ＲＣ造）の構造物に
おける躯体構成部を構築する場合と同様に、各躯体構成部について、主筋等の鉄筋を配設
し、その鉄筋を含む所定範囲を型枠で囲み、その範囲内にコンクリートを打設し、当該コ
ンクリートが固化した後に型枠を撤去することによって、鉄筋コンクリート造の躯体構成
部を構築するのである。そこで、以下においては、本発明にかかる構築方法に特有の事項
を中心に説明することとする。
【００３３】
　図３は、本実施形態の交差部周辺における配筋の状態を示す図である。図３（ａ）は、
交差部構成部材を構築するための鉄筋群Ａと、連続部構成部材を構築するための鉄筋群Ｂ
，Ｃとが一体化した状態を示し、図３（ｂ）は、上記両者を分離した状態を示している。
壁式構造にかかる実施形態において説明したように、本発明における躯体構成部は、交差
部構成部材と連続部構成部材とで構成されるものであり、そのための鉄筋群は、図３に示
すように、交差部構成部材のための鉄筋群Ａと、連続部構成部材のための鉄筋群Ｂ，Ｃと
を区別して配筋されるものである。
【００３４】
　これら二種類の鉄筋群は、個別に配筋された状態で連結してなる場合のほか、観念的に
区別しつつ、連結後の状態を形成するように同時並行的に配筋してもよい。いずれの配筋
方法によっても、交差部構成部材のための鉄筋群Ａと、連続部構成部材のための鉄筋群Ｂ
，Ｃの二種類の鉄筋群が所定位置に構成されるものである。なお、図３（ｂ）に明確に示
されているように、連続部構成部材のための鉄筋群Ｂ，Ｃには、複数の定着鉄筋６３，７
３が適宜間隔で配筋されており、この定着鉄筋６３，７３の一部が当該鉄筋群Ｂ，Ｃから
、必要な定着長相当の長さ分だけ突出するように配設されるものである。さらに、この定
着鉄筋６３，７３の突出側の先端には定着板６４，７４が設けられているのである。また
、上記鉄筋群Ｂ，Ｃから突出する定着鉄筋６３，７３の一部は、図３（ａ）に明確に示さ
れているように、交差部構成部材のための鉄筋群Ａの内部に挿入された状態となっている
。この定着鉄筋６３，７３の配筋によって、交差部構成部材に連続部構成部材が定着され
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るようになっているのである。
【００３５】
　ところで、交差部構成部材のための鉄筋群Ａは、主筋をＬ字状に折曲し、これを水平に
配設することによって、当該鉄筋群Ａを平面視Ｌ字形を形成させることができるほか、図
示のように、異なる方向（例えば、桁行方向と梁行方向）にそれぞれ長尺な帯筋５５を配
設し、全体として平面視Ｌ字形を形成させるように配筋してもよい。他方、連続部構成部
材のための鉄筋群Ｂ，Ｃは、耐力壁等に必要な縦筋およびスターラップによって構成され
るものである。
【００３６】
　また、本実施形態では、二つの耐力壁が交差する場合の交差部を構築する状態を例示し
て説明するが、耐力壁が構築される前段階としては、基礎梁が構築され、また、その上に
床スラブが構築されるものである。そして、上記耐力壁が構築された後には、上階の床ス
ラブが構築され、さらに、上階の耐力壁が構築され、屋根スラブが構築されることによっ
て、壁式構造の構築物の全体が構築されるものである。
【００３７】
　ところで、図示される交差部は、二つの耐力壁が交差する部分を示しているが、その他
にも躯体構成部による交差部が存在する。例えば、耐力壁と床スラブとの間にも交差部が
形成される。このような交差部についても上記交差部構成部材を構築することができる。
この場合、下階の耐力壁は先に構築されていることから、交差部構成部材は、既に構築さ
れた耐力壁の上端に連続するように構築される。このとき、耐力壁には、上端から上向き
に突出する定着鉄筋が事前に配筋され、この定着鉄筋の先端を内部に含みつつ交差部構成
部材のための鉄筋群が配筋されることとなる。また、この交差部構成部材に水平方向に連
続するように、連続部構成部材のための鉄筋群が配筋されることにより、床スラブを構築
することができるものである。このように、交差部構成部材と、床スラブのための連続部
構成部材とが、同時に構築（コンクリートが打設）されることにより、耐力壁と床スラブ
との交差部を構成することができるものである。なお、上階の床スラブが構築された後に
は、上階の耐力壁を構築し、最終的には屋根スラブを構築することによって、建造物全体
を構築するのである。
【００３８】
　次に、具体的な構築方法について説明する。図４に示すように、交差部構成部材のため
の鉄筋群Ａを構築し（図４（ａ））、連続部構成部材のための鉄筋群Ｂ，Ｃを構築し（図
４（ｂ））、これらの鉄筋群Ａ，Ｂ，Ｃを含む躯体構成部を設ける範囲に型枠８，９を設
けたうえコンクリートを打設する（図４（ｃ））ものである。
【００３９】
　交差部構成部材のための鉄筋群Ａの構築は、交差部が形成される両側の平面部５２，５
３（図２）に必要な鉄筋を配筋するとともに、交差部（躯体構成部の境界部５１）４（図
２）が一体的に構成されるように、図示のように、両側の平面部のための帯筋５４，５５
を交差部で重複させて配筋する。帯筋５４，５５を使用する場合には、当該重複部分によ
って平面視における矩形を形成するとともに、その矩形の頂点が躯体構成部の境界部５１
（図２）から適宜内側に位置する点に一致するように配筋するものである。なお、帯筋５
４，５５を使用せず、Ｌ字形に折曲した鉄筋を交差部に配筋することもできるが、この場
合には、Ｌ字形鉄筋の折曲部に交差部補強筋を設けることにより、交差部の曲げ補強を行
う。
【００４０】
　連続部構成部材のための鉄筋群Ｂ，Ｃの構築は、交差部構成部材の平面部５２，５３（
図２）とともに耐力壁１，１（図２）を形成するために必要な鉄筋を配設するものである
。この鉄筋群Ｂ，Ｃは、長手方向を水平にしてなる複数の横筋６１，７１と、この横筋６
１，７１を包囲するスターラップ６２，７２とが配筋される。さらに、この横筋６１，７
１と同様に長手方向を水平にしてなる定着鉄筋６３，７３がスターラップ６２，７２の内
側に配筋されるものである。この定着鉄筋６３，７３は、先端に定着板６４，７４が設け
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られており、この定着板６４，７４を前記交差部構成部材のための鉄筋群Ａの内部に位置
するように配筋するのである。このとき、交差部構成部材のための鉄筋群Ａの端部から、
定着板６４，７４までの距離（交差部構成部材のための鉄筋群Ａに挿入される長さ）が定
着長であり、その長さが１２ｄ～１６ｄとなるように、連続部構成部材のための鉄筋群Ｂ
，Ｃに配筋する際に調整されるものである。
【００４１】
　上記のように、交差部構成部材および連続部構成部材のための各鉄筋群Ａ，Ｂ，Ｃの配
筋が終了し、さらに、他の躯体構成部（および他の交差部）について配筋が終了したのち
、型枠８，９を装着し、コンクリートを打設するのである。型枠装着には、当然のことな
がら、各鉄筋群Ａ，Ｂ，Ｃに配筋された鉄筋とのかぶり厚が保持されつつ、鉄筋群Ａ，Ｂ
，Ｃの両側の壁面位置に型枠８，９を対向して配置し、所定の壁厚を形成できるように配
置される。
【００４２】
　このようにして、交差部を含む耐力壁１，１（図２）が構築された後は、スラブ３（図
１）が構築され、さらに上階における耐力壁が、上記と同様に構築されることによって構
築物全体が構築されるものである。
【００４３】
　以上のように、本発明にかかる壁式構造の実施形態、およびコンクリート構築物の構築
方法の実施形態では、躯体構成部が交差する交差部を、交差部構成部材５（図２）によっ
て構成させるものであるから、当該交差部の強度は、交差部構成部材５の強度によって決
定されることとなる。そして、交差部構成部材５について強度試験を行うことにより、所
定の強度を超える十分な曲げ強度を備えていることが判明すれば、当該構成の交差部構成
部材５をモジュールとして使用することが可能となる。
【００４４】
　また、交差部構成部材５と連続部構成部材６，７（図２）との定着強度についても、定
着板６４，７４（図２）を有する定着鉄筋６３，７３（図２）を使用することにより、定
着長を短くすることができ、このときの定着強度についても強度試験により、所定強度を
超える十分な定着強度を備えることが判明すれば、当該定着鉄筋６３，７３により連続部
構成部材６，７を定着させることによって躯体構成部を構成させることができる。
【００４５】
　上記のような曲げ強度または定着強度の過不足については、曲げ補強筋もしくは縦筋の
増減、または、定着鉄筋の増減もしくは定着長の長短により調整可能であり、各躯体構成
部（耐力壁、壁梁または交差部）に対して要求される強度に応じて、必要となる構造およ
び鉄筋数等を定めることによって、これらの鉄筋群Ａ，Ｂ，Ｃを使用する構造物をモジュ
ールとして使用することが可能となる。
【００４６】
　本発明の実施形態は上記のとおりであるが、本発明がこれらに限定されるものではなく
、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々の態様をとることは可能である。例えば、
躯体構成部が交差する部分に形成される交差部は、Ｌ字状に限らず、Ｔ字状または十字状
に交差する場合もあり、各交差部構成部材５の構造を適宜変更すれば、各種の交差部にも
使用可能である。つまり、Ｔ字状の交差部では、図５（ａ）に示すように、一方の帯筋５
４の長手方向中央付近において、他方の帯筋５５を重複させて矩形を形成させるように配
筋し、その他の鉄筋を配設してＴ字状交差部構成部材のための鉄筋群Ａ１を構成するので
ある。このように鉄筋群Ａ１を構成すれば、当該鉄筋群Ａ１から三方向に連続部構成部材
を連続させることができ、それぞれに連続部構成部材のための鉄筋群を配置することによ
り、Ｔ字状の交差部を有する躯体を構築することができる。また、十字状の交差部では、
図５（ｂ）に示すように、双方の帯筋５４，５５がそれぞれ中央付近で交差しつつ重複さ
せ、当該中央付近に矩形を形成させるように配筋し、十字状交差部構成部材のための鉄筋
群Ａ２を構成するのである。この場合には、四方向に連続部構成部材を連続させることが
できるのである。
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【００４８】
　さらに、耐力壁１，１に代えて壁梁２（図１）を構築する際には、前記交差部構成部材
に連続する連続部構成部材を梁の寸法とすることにより、対応させることができる。この
場合、連続部構成部材６，７のスターラップ６２，７２の鉛直方向長さを短くすることに
より、所定寸法の壁梁を構成することが可能となる。
【符号の説明】
【００４９】
１　耐力壁
２　壁梁
３　スラブ
４　交差部
５　交差部構成部材
６，７　連続部構成部材
８，９　型枠
５１　躯体構成部の境界部
５２，５３　交差部構成部材の平面部
５４，５５　帯筋
５６，５７　縦筋
６１，７１　横筋
６２，７２　スターラップ
６３，７３　定着鉄筋
６４，７４　定着板
Ａ，Ｂ，Ｃ　鉄筋群

【図１】 【図２】
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【図５】
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